
 

 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年 

法律第１１７号、その後の改正を含む。以下「ＰＦＩ法」という。）第１５条第３項の

規定により、「千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業」に関する事業契約の内

容について公表する。 

 

 

平成３０年５月７日 

 

国立大学法人千葉大学長  徳久 剛史 

 

  



 

 

 

 

 

 

千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業 
 

 

事業契約の内容の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年５月７日 

 

国 立 大 学 法 人  千 葉 大 学 

 

  



 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

１ 公共施設等の名称及び立地  ...................................................... １ 

２ 選定事業者の商号又は名称  ...................................................... １ 

３ 契約期間  ...................................................................... １ 

４ 契約金額  ...................................................................... １ 

５ 公共施設等の整備等の内容  ...................................................... １ 

６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項  .......................... １ 

７ 契約終了時の措置に関する事項  .................................................. ７ 

 

 



（１） 

 

１ 公共施設等の名称及び立地場所 

(1) 公共施設等の名称 

① 千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟 

② 民間付帯施設 

(2) 立地場所 

千葉市中央区亥鼻一丁目８－１（亥鼻キャンパス構内） 

 

２ 選定事業者の商号又は名称 

千葉いのはなＰＦＩ株式会社 

 

３ 契約期間 

平成３０年３月２６日から平成４５年３月３１日 

 

４ 契約金額 

金 １９,３２６,１１８,７２１ 円（消費税及び地方消費税込み） 

 

５ 公共施設等の整備等の内容 

(1) 千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟 

① 建築面積     ： 約  ４,２００ ㎡ 

② 延べ面積     ： 約 ４０,１００ ㎡ 

③ 建物の高さ／階数 ： 約     ４８ ｍ／地上１１階（地下階 なし） 

④ 構造種別     ： 鉄骨造（一部 鉄骨鉄筋コンクリート造） 

(2) 民間付帯施設 

① 建築面積     ： 約    １６０ ㎡ 

② 延べ面積     ： 約    １７０ ㎡ 

③ 建物の高さ／階数 ： 約      ７ ｍ／地上１階 

④ 構造種別     ： 木造（一部 鉄骨造） 

※ 以上の内容は、今後の要求水準等に関する確認協議等により変更される場合がある。 

 

６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
 

※ 本施設事業にあっては、事業契約書における以下の条項のとおりである。なお、引用条項等

の後（うしろ）の（   ）内は、当該条項等の記述内容を示すものである（以下共通）。 
 

第８章 契約期間及び契約の終了 

第２節 本施設事業の早期終了 

（事業者の債務不履行） 

第７３条 事業期間中、次に掲げる場合、大学は、事業者に対して書面により通知した上で、本

契約の全部又は一部を解除することができる。 



（２） 

 

（１）事業者が、本施設事業の一部又は全部を放棄し、３０日間以上にわたりその状態が継続

したとき。 

（２）事業者について、破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産法制上の手続の開始

に係る申立てがなされたとき、又は、事業者の解散、会社分割、事業譲渡、合併若しくは

基本協定書の約定に反する事業者の株式の処分により本契約を継続しがたいと大学が認め

たとき。 

（３）事業者が、維持管理業務又は運営業務に係る業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。 

（４）事業者が第８７条（事業者による表明保証及び誓約）の表明保証及び誓約に違反したと

大学が認めたとき。 

（５）事業者（設計企業、建設企業、工事監理者、維持管理企業及び運営企業を含む。以下本

号において同じ。）が、次に掲げるいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、

顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に該当する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員

が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

カ 下請契約、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれか

に該当することを知りながら、事業者が当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約その他の契

約の相手方とした場合（但し、カに該当する場合は除く。）に、大学が事業者に対して当

該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を

達することができないと大学が認めたとき。但し、事業者が第６章（民間付帯施設事業）

の各条項のみに違反した場合、大学は、当該違反により民間付帯施設事業の目的を達する

ことができないと認めることを条件として、本契約のうち民間付帯施設事業に係る部分を

解除することができ、当該解除は本契約のその余の部分の効力に影響を及ぼさないものと

する。 

２ 維持管理・運営期間前において、次に掲げる場合は、大学は事業者に対して書面により通



（３） 

 

知した上で本契約の全部又はその一部を解除することができる。 

（１）事業者が、本契約、提出した設計日程表、工事日程表、引越業務日程表又は備品等調達

業務日程表に記載された設計開始日、工事開始日、引越開始日又は備品等調達開始日を過

ぎても、本施設の設計、建設工事、引越又は備品等調達に着手せず、大学が、事業者に対

し、相当の期間を定めて催告しても、事業者から大学に対し、当該遅延について合理的な

説明がないとき。 

（２）事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡日から３０日が経過しても本施設の

引渡しができないとき、又は引渡しの見込みが明らかに存在しないと大学が認めたとき。 

（３）事業者の責めに帰すべき事由により、本施設について供用開始日から３０日を経過して

も維持管理業務又は運営業務を開始できないとき、又はその見込みが明らかに存在しない

と大学が認めたとき。 

３ 大学は別紙１０（サービス購入費の減額の基準と方法等）に従い、本契約を解除すること

ができる。 

 

（大学の債務不履行） 

第７４条 大学が本契約上の重要な義務（但し、民間付帯施設事業に係る義務は除く。）に違反し、

かつ、事業者による通知の後６０日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約を解

除することができる。 

 

（大学による任意解除） 

第７５条 大学は、事業者に対して、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他大学が

必要と認める場合には、１８０日以上前に事業者に通知を行うことにより、本契約を解除す

ることができる。 

 

（大学及び事業者に帰責事由のない場合） 

第７６条 法令変更又は不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のた

めに多大な費用を要する場合の本契約の終了については、それぞれ第９１条（法令変更によ

る契約の終了）及び第９５条（不可抗力による契約の終了）に定めるところによる。 

 

（引渡前の施設に関する解除の効力） 

第７７条 第７４条（大学の債務不履行）、第７５条（大学による任意解除）、第９１条（法令変

更による契約の終了）又は第９５条（不可抗力による契約の終了）の規定により本契約が解

除された場合で、本施設が第３９条（引渡及び所有権の移転）の引渡前である場合、大学は

自己の責任及び費用により本施設の出来高部分（設計図書等の出来高部分を含む。以下同じ。）

を検査の上、当該検査に合格した部分（以下「合格部分」という。）を事業者より買い受け、

その引渡しを受けるものとする。この場合において、大学は、必要と認めるときは、その理

由をあらかじめ事業者に通知の上、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 第７３条（事業者の債務不履行）各項の規定により本契約が解除された場合で、本施設が



（４） 

 

第３９条（引渡及び所有権の移転）の引渡前である場合、大学は、事業者に対して、本施設

の出来高部分の買取り又は本件土地の原状回復を請求することができる。大学が出来高部分

の買取りを請求した場合には、大学は、事業者の責任及び費用により本施設の出来高部分を

検査した上、合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受けることができるものとし、

大学が本件土地の原状回復を請求した場合には、事業者の責任及び費用により原状回復を行

うものとする。 

３ 第７３条（事業者の債務不履行）各項の規定に基づき本契約が解除された場合において、

大学が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、大学は、合格部分の対価支払債

務と事業者の第７９条（違約金等）第１項の規定による違約金支払債務及びその他事業者の

大学に対する債務とを対当額で相殺することができる。相殺後、合格部分の対価支払債務に

残額がある場合、大学は、相殺後の残額を、支払日までの利息を付し、本契約の解除前の支

払スケジュールに従って支払うものとする。 

４ 第７４条（大学の債務不履行）又は第７５条（大学による任意解除）の規定に基づき本契

約が解除された場合において、大学が第１項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、

大学は、合格部分の対価及び第７９条（違約金等）第３項に規定する賠償額の総額を、支払

日までの利息を付し、一括又は分割払により事業者に対して支払う。 

５ 第９１条（法令変更による契約の終了）又は第９５条（不可抗力による契約の終了）の規

定により本契約が解除された場合において、大学が第１項の規定により合格部分の引渡しを

受けたとき、大学は、合格部分の対価を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払により、

事業者に対して支払う。 

６ 第１項の規定にかかわらず、大学は、建設工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回

復が社会通念上合理的であると判断した場合、合格部分の買取りを行わず、事業者に対して

本件土地の原状回復を請求することができ、事業者はこれに従わなければならない。この場

合において、原状回復に要する費用は、大学が負担するものとする。 

７ 前項又は第２項の規定により大学が本件土地の原状回復を請求した場合において、事業者

が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、大学は、事業者に代わり原

状回復を行うことができるものとし、本契約の解除が第７３条（事業者の債務不履行）各項

の規定によるものであるときは、これに要した費用を事業者に求償することができる。この

場合、事業者は、大学の処分について異議を申し出ることができない。 

 

（引渡後の施設に関する解除の効力） 

第７８条 第７３条（事業者の債務不履行）各項、第７４条（大学の債務不履行）、第７５条（大

学による任意解除）、第９１条（法令変更による契約の終了）又は第９５条（不可抗力による

契約の終了）の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第３９条（引渡及び所有権

の移転）の引渡後である場合、当該引渡後の施設については、大学は、所有権を引き続き保

有するものとする。 

２ 業務終了時の取扱いについては、第７１条（契約期間）第２項を準用する。 

３ 大学は、第１項に掲げる規定により本契約が解除された日から１５日以内に第１項に定め



（５） 

 

る引渡後の本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、本施設に事業者の責めに帰

すべき事由による損傷等（但し、通常の劣化、損傷等を除く。以下、本条において同じ。）が

あると認めるときは、大学は、事業者に対してその修繕、補修等を求めることができる。こ

の場合において、事業者は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を大学に通

知しなければならないこととし、大学は、当該通知の受領後１０日以内に当該修繕、補修等

の完了の検査を行わなければならない。 

４ 事業者は、前項の手続終了後速やかに本施設に係る維持管理業務及び運営業務を大学又は

大学の指定する者に引き継ぐものとする。 

５ 第７３条（事業者の債務不履行）各項の規定により本契約が解除され、前項の規定に従い

大学又は大学の指定する者が維持管理業務及び運営業務の引継ぎを受けた場合（但し、事業

者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件

としない。）、大学は、施設整備費相当の残額を、解除前のスケジュールに従って支払う。但

し、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕

を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、大学の被る損害額が施設整備費相当の残

額を上回る場合には、大学は、施設整備費相当の残額の支払期限が到来したものとみなして、

かかる施設整備費相当の残額と当該損害額を相殺することにより、施設整備費相当の残額の

支払義務を免れることができるものとし、なお損害があるときは、その賠償を請求できるも

のとする。 

６ 第７４条（大学の債務不履行）又は第７５条（大学による任意解除）の規定により本契約

が解除され、第４項の規定に従い、大学又は大学の指定する者が維持管理業務及び運営業務

の引継ぎを受けた場合（但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間

内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。）、大学は、施設整備費相当の残額を解除前の

スケジュールに従って事業者に支払うとともに、第７９条（違約金等）第３項に規定する損

害額の総額を事業者に対し支払うものとする。 

７ 第９１条（法令変更による契約の終了）又は第９５条（不可抗力による契約の終了）の規

定により本契約が解除され、第４項の規定に従い大学又は大学の指定する者が維持管理業務

及び運営業務の引継ぎを受けた場合（但し、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継

ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。）、大学は、施設整備費相当の残

額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うものとする。 

 

（違約金等） 

第７９条 第７３条（事業者の債務不履行）各項の規定により本契約が解除された場合、事業者

は、次の各号に定める額の総額を違約金として大学の指定する期限までに支払わなければな

らない。 

（１）解除時点で、本施設につき第３９条（引渡及び所有権の移転）による大学への引渡しを

経ていない場合には、施設整備費相当（但し、本号において、金利支払額を含まず、消費

税を含むものとする。）の１００分の１０に相当する額。 

（２）解除時点で、本施設につき第３９条（引渡及び所有権の移転）による大学への引渡しを



（６） 

 

経ている場合には、次のア及びイに掲げる金額の合計額。 

ア 維持管理費相当（但し、本号において、その他の費用を含まず、消費税を含むものと

する。）の当該年度総額の１００分の２０に相当する額。 

イ 運営費相当（但し、本号において、その他の費用を含まず、消費税を含むものとする。）

の当該年度総額の１００分の２０に相当する額。 

２ 前項の場合において事業者は、解除に起因して大学が被った損害額が違約金の額を上回る

ときは、その差額を大学の請求に基づき、支払わなければならない。 

３ 第７４条（大学の債務不履行）又は第７５条（大学による任意解除）の規定により本契約

が解除された場合、事業者は、大学に対して、当該終了により被った損害の賠償を請求する

ことができるものとする。 

４ 第９５条（不可抗力による契約の終了）の規定により本契約が解除された場合、大学は、

事業者に対して、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担す

る。 

５ 第９１条（法令変更による契約の終了）の規定により本契約が解除された場合、事業者が

本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用は別紙１１（法令変更による追加費

用分担規定）の追加費用とみなし、解除の原因となった法令変更の法令の性質により、別紙

１１（法令変更による追加費用分担規定）に定めるところに従って、大学及び事業者が負担

する。 

 

（保全義務） 

第８０条 事業者は、第７７条（引渡前の施設に関する解除の効力）第１項若しくは第２項の規

定に定める合格部分の引渡し、本施設の維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了のときま

で、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めな

ければならない。 

 

（関係書類の引渡し等） 

第８１条 事業者は、第７７条（引渡前の施設に関する解除の効力）第１項若しくは第２項の規

定による合格部分の引渡し又は本施設の維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了と同時に、

設計図書等、完成図書（本契約の解除時において本施設のうち引渡しがなされていないもの

がある場合にあっては、図面等は、事業者が既に作成を完了しているものに限る。）等本施設

の建設に係る書類その他施設整備業務、維持管理業務及び運営業務に必要な一切の書類を大

学に引き渡さなければならないこととする。 

２ 大学は、前項の規定により引渡しを受けた書類について、本施設の施設整備業務、維持管

理業務及び運営業務のために無償で自由な使用（複製、頒布、改変及び翻訳を含む。次項に

おいて同じ。）に供することができるものとする。 

３ 前項の場合において、事業者は、大学による書類の自由な使用が第三者の著作権及び著作

者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。 
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第１０章 法令変更 

（通知の付与） 

第８９条 法令変更により、本施設が入札説明書等、要求水準書及び設計図書等に従って建設若

しくは整備することができなくなった場合、本施設について本契約、入札説明書等及び要求

水準書で提示された条件に従って維持管理業務及び運営業務を行うことができなくなった場

合又は本契約の履行のための費用が増加若しくは減少すると判断した場合、事業者はその内

容の詳細を記載した書面により直ちに大学に対して通知しなければならない。 

２ 大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務

が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違

反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。但し、大学又は事業者は法令変更に

より相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。 

 

（協議及び追加費用の負担） 

第９０条 大学が事業者から、前条（通知の付与）第１項の通知を受領した場合、本契約に別段

の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施

設の設計及び引渡日・供用開始日、本契約、要求水準書の変更並びに追加費用の負担につい

て協議しなければならない。 

２ 前項の協議にかかわらず、法令変更が施行され又は効力を生じた日から１２０日以内に本

契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が法令変更に対す

る対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追

加費用の負担は、別紙１１（法令変更による追加費用分担規定）に記載する負担割合による

ものとする。 

 

（法令変更による契約の終了） 

第９１条 法令変更により、大学が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のため

に多大な費用を要すると判断した場合、大学は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を

終了することができる。 

 

第１１章 不可抗力 

（通知の付与） 

第９２条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本施設を入札説明書等、要求水準書及び設計

図書等に従って建設し若しくは整備することができなくなった場合、本契約及び要求水準書

で提示された条件に従って維持管理業務及び運営業務を行うことができなくなった場合又は

本契約の履行のために費用が増加すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した

書面により直ちに大学に対して通知しなければならない。 

２ 大学及び事業者は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務

が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるも

のとする。但し、大学及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にする
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よう努力しなければならない。 

 

（協議及び追加費用の負担） 

第９３条 大学が事業者から、前条（通知の付与）第１項の通知を受領した場合、本契約に別段

の定めがある場合を除き、大学及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施

設の設計及び引渡日・供用開始日、本契約、要求水準書の変更並びに追加費用の負担につい

て協議しなければならない。 

２ 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から６０日以内に本契約等の変更及び追加

費用の負担についての合意が成立しない場合、大学が不可抗力に対する対応方法を事業者に

通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙

８（不可抗力による追加費用の負担割合）に記載する負担割合によるものとする。 

 

（不可抗力への対応） 

第９４条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力によ

り本施設への重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、

要求水準書に従った対応を行うものとする。 

 

（不可抗力による契約の終了） 

第９５条 第９３条（協議及び追加費用の負担）第１項に規定する協議にかかわらず、不可抗力

が生じた日から６０日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しな

い場合においては、大学は、第９３条（協議及び追加費用の負担）第２項にかかわらず、事

業者への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができる

ものとする。また、事業者は、大学が第９３条（協議及び追加費用の負担）第２項に規定す

る通知をしない場合には、大学への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一

部を解約することができるものとする。 

 

※ 民間付帯施設事業にあっては、事業契約書における以下の条項のとおりである。 
 

第８章 契約期間及び契約の終了 

第３節 民間付帯施設事業の早期終了 

（事業者の債務不履行） 

第８２条 事業期間中、次に掲げる場合、大学は事業者に対して書面により通知した上で、本契

約のうち民間付帯施設事業に関する部分の全部又は一部を解除することができる。 

（１）事業者が、民間付帯施設事業を放棄し、３０日間以上にわたりその状態が継続したとき。 

（２）事業者が、民間付帯施設事業に係る業務計画書に重大な虚偽記載を行ったとき。 

（３）その他事業者が本契約に違反し、その違反により民間付帯施設事業の目的を達すること

ができないと大学が認めたとき。 

２ 民間付帯施設事業について、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書又は応募者
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提案が定める要求水準を満たさない場合には、大学は、以下の手順に従って、本契約のうち

民間付帯施設事業に関する部分の全部又は一部を解除することができる。 

（１）民間付帯施設事業に関する業務が要求水準を満たさない場合、大学は、事業者に対し、

改善措置をとることを要請し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書の提出を

求めることができる。 

（２）前号にもかかわらず、事業者による業務改善が認められない場合、大学は、事業者と協

議の上、民間付帯施設事業に関する業務を行う者を変更すべき旨を事業者に対して請求す

ることができる。 

（３）民間付帯施設事業に関する業務を行う者の変更後も当該業務の改善が認められず、又は

当該業務を行う者の変更に応じない場合は、大学は、本契約のうち民間付帯施設事業に関

する部分の一部又は全部を解除することができる。 

 

（大学の債務不履行） 

第８３条 大学が本契約上の民間付帯施設事業に関する義務に違反し、かつ、事業者による通知

の後６０日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約のうち民間付帯施設事業に関

する部分の全部又は一部を解除することができる。 

 

（大学による任意解除） 

第８４条 大学は、事業者に対して、民間付帯施設事業を継続する必要がなくなった場合又はそ

の他大学が必要と認める場合には、１８０日以上前に通知を行うことにより、本契約のうち

民間付帯施設事業に関する部分の全部又は一部を解除することができる。 

 

（法令変更又は不可抗力等による解除） 

第８５条 法令変更又は不可抗力により民間付帯施設事業の継続が不能となった場合又は民間付

帯施設事業の履行のために多大な費用を要する場合は、大学及び事業者は、協議の上、本契

約のうち民間付帯施設事業に関する部分の全部又は一部を解除することができる。 

 

７ 契約終了時の措置に関する事項 
 

※ 本施設事業にあっては、事業契約書における以下の条項のとおりである。 
 

第８章 契約期間及び契約の終了 

第１節 契約終了時の取扱い 

（契約期間） 

第７１条 本契約は、締結の日から効力を生じ、平成４５年３月３１日をもって終了する。 

２ 事業期間の満了に当たり、事業者は、維持管理業務及び運営業務を終了し、自己、維持管

理企業、運営企業、維持管理業務及び運営業務の一部を事業者から委託を受け又はこれを請

け負う第三者並びにそれらの下請業者等の所有又は管理する物品等を、自己の責任及び費用

において、速やかに取り片付け、又は撤去するものとする。 
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３ 事業者は、契約終了に当たっては、大学に対して、要求水準書に記載の業務その他それに

付随する業務のために本施設を大学が継続使用できるよう本施設の維持管理業務及び運営業

務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する

操作要領、申し送り事項、その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。 

 

（事業期間満了時の検査） 

第７２条 大学は、事業期間の満了に先立ち、本施設が要求水準書に示された水準（継続して使

用することに支障がない程度の通常の劣化、損傷等を除く。）を満たしており、かつ同施設を

継続して使用することに支障がないことを確認するため検査を実施するものとし、事業者は、

当該検査に協力するものとする。 

２ 前項に規定する検査において、大学が事業者による修繕又は補修等（以下、本項において

「修繕等」という。）をすべき箇所と判断した場合、事業者は、大学からの請求があり次第速

やかに当該箇所の修繕等を行い、大学の確認を受けなければならない。 

 

※ 民間付帯施設事業にあっては、事業契約書における以下の条項のとおりである。 
 

第８章 契約期間及び契約の終了 

第３節 民間付帯施設事業の早期終了 

（民間付帯施設事業の終了時の取扱い） 

第８６条 本契約が期間満了により終了した場合又は本契約若しくは本契約のうち民間付帯施設

事業に関する範囲が解除若しくは解約された場合、事業者は、自己の責任及び費用において、

民間付帯施設を解体撤去し、第６２条（民間付帯施設事業）第５項に基づき提供を受けた土

地を原状に復した上で、当該土地を大学に返還しなければならない。但し、大学の承諾があ

った場合には、民間付帯施設を解体撤去せず、民間付帯施設及び当該土地を、本契約の終了

又は解除時の現状にて、大学又は第三者に譲渡し、引き渡すことができる。この場合におい

て、譲渡及び引渡しに要する一切の費用は事業者の負担とし、譲渡の対価は、第７４条（大

学の債務不履行）、第７５条（大学による任意解除）、第８３条（大学の債務不履行）又は第

８４条（大学による任意解除）の規定により本契約又は本契約のうち民間付帯施設事業に関

する範囲が解除された場合には有償又は無償とし、それ以外の事由により終了、解除又は解

約された場合には無償とする。 

２ 第８２条（事業者の債務不履行）の規定により本契約のうち民間付帯施設事業に関する範

囲が解除された場合、事業者は、大学に対して、大学の指定する期限までに、民間付帯施設

事業における年度売上計画総額の１００分の２０に相当する額を上限として大学の指定する

金額の違約金を支払わなければならない。 

３ 第７４条（大学の債務不履行）、第７５条（大学による任意解除）、第８３条（大学の債務

不履行）又は第８４条（大学による任意解除）の規定により本契約又は本契約のうち民間付

帯施設事業に関する範囲が解除された場合、大学は、事業者が民間付帯施設事業に関する業

務を終了させるために要する費用（事業者が第６２条（民間付帯施設事業）第５項に基づき
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提供を受けた土地の原状回復費用を含む）を事業者に対して支払うものとする。この場合、

事業者は、大学に対して、事業者が民間付帯施設事業の終了により被った損害の賠償を請求

することができるものとする。 

 

以上 


